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学位論文内容の要旨

田中宏和氏の ｢日本の著作権法におけるパブリックドメインとその利用価値｣は､主に著作

権保護期間が満了した著作物を指す ｢パブリックドメイン｣(英語はPublicDomain)につい

て､その範囲や性質をめぐる法的問題を検討し､さらにパブリックドメインの利用を促進する

法制度の在り方を考察するものである｡

第 Ⅰ部第 1章では､日本におけるパブリックドメインの分類として､①単に著作権保護期

間が満了した "消極的パブリックドメイン"､②著作者の意思でパブリックドメインとした

"能動的パブリックドメイン"､③言語や文字などの誰のものでもないことからパブリック

ドメイン となっている "潜在的パブリックドメイン"が存在するとして､それらを整理して

いる｡そして､日本のパブリックドメインの課題として､著作者人格権が残存するという問

題があり,これに関して特に法的問題がある "能動的パブリックドメイン川を考えると､検

討すべき内容は､財産権としての "著作権の放棄"と､人格的利益としての "著作者人格権

の放棄''の二つの要素になる｡

第2章では主に､能動的パブリックドメインを構成する第一の要素である "著作権の放棄M

を考察した｡著作権の放棄については､日本の著作権法において明文規定が存在しないが､そ

れは可能だと解されている｡また､著作権の放棄と類似する効果をもたらす "④マーク"や "自

由利用マーク"といった著作権表示､あるいは "CreativeCommonsHや "GNU''といった自由

利用を可能にすることを目指すライセンスについても考察している｡そして､著作権の放棄で

しかなしえないインセンティブもあること､著作権の放棄を実際に可能にするには "法律上の

明文規定日と "登録制日の導入が必要であることを主張しているO

第3章では"能動的パブリックドメイン"を成立させるもう一つの条件である̀著作者人格

権の放棄や不行使特約の実現可能性について考察している｡著作者人格権の放棄や不行使特

約については､ "著作者人格権は人格権である以上､著作者人格権は放棄不可能日とする説

が多い｡しかし､著作者人格権と人格権を同質と捉える "同質説Hの問題点を検証し､ "著



作者人格権は人格権ではなく､あくまで人格的利益であるMとする見解 (異質説)が著作権

法に整合的であるとしている｡ゆえに､著作者人格権の放棄や不行使特約は当然に認められ

うると主張している｡

第4章においては､日本のパブリックドメインの定義について検討しているO著作者人格

権の放棄については可能であるとするなら､米国のPublicDomainと同じような "著作財産

権も著作者人格権も残存しないパブリックドメイン日が､日本の著作権法においても存在し

うると考えられる｡しかし､これでは､著作者人格権をも放棄した能動的パブリックドメイ

ンに限られ,消極的パブリックドメインが含まれないことになるため､日本におけるパブリ

ックドメインの定義として､"著作財産権が放棄されるか消滅していることだけを条件とす

る"ことが妥当であるとしている｡

第Ⅱ部では,パブリックドメインの利用を促進する法制度について考察している｡

第 1章では､映画の著作物がパブリックドメインとなっているかどうかをめぐる最高裁の

2判例を検証し､日本で旧著作権法下に製作された映画の著作物の保護期間に関しては､そ

の複雑な保護期間の算定によって "保護期間が実は満了していなかった"などの利用のリス

クを伴う可能性があることを述べている｡

第2章では､パブリックドメインに関わる政策として､PublicDomainとなった著作物の

利用に際し国家が利用料を徴収するという "有償公有制(domainepublicpayant)"の是非

について論じている｡有償公有制は日本に導入することが適当ではないものの､その問題点

を検討することは､パブリックドメイン利用に関する法制度を考える際に有益であるとして

いる｡

第3章では､パブリックドメインの利用促進を図るとともに､日本で現在論争となってい

る "著作権保護期間延長問題"や "登録制の問題"などを複合的に解決するための法制度論

を展開している｡2003年に米国でゾエ･ロフグレンらが提唱した"PublicDomainEnhancement
Act''を参考にし,著作者の死後50年以降は保護期間の延長を望む者が年ごとの累進性を帯

びた延長料を払うという更新制の導入という､ベルヌ条約と矛盾しない範囲で修正を加えた

筆者独自の "パブリックドメイン増進法"の導入を提唱している｡

学位論文審査結果の要旨

本論文の学位審査会は,2011年 2月8日に審査委員 5名により行われた｡

本論文の評価できる点は､次のとおりである｡

第一に､これまで著作権法学ではほとんど注目されていなかったパブリックドメインについ

て､多角的に考察した独創性である｡

これまで著作権法の研究において､パブリックドメインを活用するための法制度を検討する

という発想はほとんどなく､これに関する著作も極めて少ない状況であった｡他方､著作物を

公共的財産として他の人にも一定の条件の下で自由に利用することを認め､あるいは著作権に

よってその利用が過度に制約されることを改めて新たな創作を活発にし､文化の発展を促進す

べきであるという考えは世界的にも広がりつつある｡本論文は､このような動きを参考にし､

著作者の意思を反映しつつ､他人の著作物を利用した創作を可能にするような法解釈や法制度

を国際条約との整合性を取りつつ日本法において検討するもので､その独創性は高く評価でき

る｡

第二に､第 Ⅰ部第2章及び第3章において､著作物の利用の観点から著作財産権及び著作者



人格権についての法的問題を多角的､批判的に考察している点である｡例えば,著作権の放棄

について､学説は可能であるとの見解を取るものが多いが,具体的にどのような方法で放棄の

意思表示をするか､放棄した場合の法的効果はどのようなものであるかなどについて､ほとん

ど検討されていなかった｡本論文は､このような現状を批判的に分析し､検討課題やあるべき

方向について提言を行っており､その課題整理と法的論理展開は高く評価できるO

第三に､全体のまとめとして､第Ⅱ部第3章において､パブリックドメインの活用を促進す

る観点から､=著作権保護期間延長問題''､"登録制の問題"などを複合的に解決できる新たな

法制度を提案している点である｡

これにより､著作者の意思によりパブリックドメインとして人々に自由に利用してもらうこ

とを可能にし､かつ､そのような著作物を利用した創作を容易にして文化の発展に資すること

を目指すもので､法政策論として意欲的な提案であると評価できる｡

他方､次のような問題点ないし課題が指摘されたO

(1)論旨の起承転結が複雑になり､読者に理解困難な部分が見られる｡

(2)日本著作権法と米国著作権法の生成とその基礎理念を考慮することなく､両者を並列的

に対置して比較検討しているところは､再検討の余地がある｡

(3)パブリックドメインは､元々18世紀末にフランスで論じられたところから出発している

が､そのことに触れておらず､米国の資料に偏っている｡フランス法の検討から出発するのが

本来の姿であると思われるので､将来の課題としてほしいOまた､日本でも戦前にパブリック

ドメインについての論考があるが､それについても触れていない｡

(4)各章で論じている内容はそれぞれ評価できるものであるが､それらがどういう位置づけ

となって全体の結論に結び付くのか､やや明確でない｡例えば､第 Ⅰ部第4章のパブリックド

メインを定義することと､第Ⅱ部第3章のパブリックドメイン増進法がどうつながるのか読み

取れないO

(5) 用語について､厳密さに欠ける使い方が見られる｡例えば､アメリカの著作者人格権と

日本の著作者人格権はどう違うのかを十分検討しないで使っているように見られる｡

以上のように､本論文にはなお不十分な点が見られるものの､それらは今後更に研究を深め､

また文章表現を高めることが期待されるものであり､審査会は全員一致で,本論文は博士 (法

学)を授与するに値する論文であると認定した｡




